
 

 

公益財団法人 やなせたかし記念アンパンマンミュージアム振興財団 

 平成 28 年度 事業計画書 

（平成 28年 4月 1 日～平成 29年 3 月 31 日） 

 

公 1 まんが・芸術文化振興事業  

財団の主な所蔵作品である、やなせたかし作品（絵本原画、イラストや書、原稿）やアンパンマン資料 

の保存管理・展示・公開をする。また、要請に応じて国内外の展覧会へ作品を貸出し、広く公開するこ

とで日本の漫画・イラスト・絵本文化の紹介に資する活動を行う。併せて、他の関連する文化ジャンル

や、幅広いメディアアートの展覧会、イベントを開催し、情報発信することで、文化の一般への振興を

図る。 

ア 収蔵作品の公開（自主公開及び貸出し） 

    香美市立やなせたかし記念館における財団収蔵作品展の実施。 

 他の公共文化施設等からの収蔵作品貸出要請がある場合は、関係機関と調整のうえ、展示

に協力する貸し出し業務を実施する。 

 イ 展覧会 

・ 「ぞうさん」など数多くの童謡を生み出した詩人、まど・みちお氏の生涯をたどる展覧会の

実施（周南市美術博物館所蔵）。 

・ 当財団所蔵作品より、やなせたかし氏の描いた「親子」「家族」について焦点をあて、関連

の絵本原画の展覧会の実施。そのほか月刊「詩とメルヘン」のジュニア版として創刊された

「いちごえほん」に焦点をあてた展覧会の実施など、これまで取り上げていない切り口でや

なせ氏の作品を紹介する展覧会の実施。  

・ 「詩とメルヘン」関連作家によって描かれたグリム童話の世界を紹介する展覧会の実施。 

 ウ 創作活動普及事業 

    一般公募作品展「第 18 回ＯＵＲギャラリー展」の実施。 

    工作ワークシップの実施。 

 エ 文化イベント事業（文化体験支援事業） 

やなせたかし氏関連イベントへの代理出席他、協力を行う。 

(1) 第 25 回まんが甲子園への協力。 

(2) やなせたかし氏自身のキャラクター「やなせうさぎ」によるイベント協力。 

(3) やなせ文化の普及のため、やなせ氏やその作品を紹介する。 

館外での普及活動（講演等）の実施。やなせ氏の命日（10月 13 日）と誕生日（2 

月 6 日）に記念館でも関連イベント等を実施。 

    (4) やなせたかし記念館開館 20 周年イベントの実施。 

   （5） ハロウィーン・イベントの実施。 

   （6） やなせ作品の振興のための人形劇や、やなせソングの演奏会の実施。 

オ「やなせたかし文化賞」（仮称）事業 

やなせ氏の遺志に沿って、２年に一度子どものための優れた漫画・絵本・作詞作曲などの

芸術活動を行った個人や団体に対して賞金と賞状を贈る「やなせたかし文化賞」（仮称）を

創設するための活動。 

 カ 作品収集・保存・研究事業 

    やなせ氏やその他の作家からの寄贈作品の管理。資料としてデータベース化を行う。 

    キャラクターグッズサンプルの保管、展示を行う。 

    やなせスタジオに残る遺贈作品の移動、研究調査の継続。 

    アンパンマン版権管理会社・フレーベル館、日本テレビ音楽ほか関係各社と協力し、“アンパン

マン”に関する情報整理、広報活動などを行う。県内外での有効な宣伝活動の実施。 

 キ 環境整備事業 



 

 

やなせ氏の関連公園、やなせたかし記念公園・やなせたかし朴ノ木
ほ お の き

公園・やなせたかし駅

前町公園（仮称）を公開し、広く一般に利用できるような環境整備の実施。 

指定管理契約を受ける、香美市立やなせたかし記念館の修繕のうち、緊急を要し、且つ市

の財源が用意できないものの工事などを実施。 

アンパンマンミュージアム 20 周年にあわせて、既存の展示物の修繕ならびに新規制作。 

  ク 地域活性化事業 

     財団が培ってきた芸術文化振興活動を、館内にとどまらず地域へ還元するためのアウトリ

ーチ活動の実施。やなせたかし記念館がある地域の活性化を図る事業への協力。地域の交

流人口の増加を促進するような事業、イベントを外部団体と協力して行う。 

・ セレネ広場ステージを中心としたイベントや企画の実施。 

・ やなせたかし記念館周辺の施設と連携したイベントの実施。 

・ 香美市や香美市観光協会などの企画への参加、協力。 

 

 

公 2 美術館運営事業（香美市立やなせたかし記念館管理業務） 

  香美市との指定管理契約により、香美市立やなせたかし記念館の運営（展示企画を含む）、施設管理 

全般を行う。また、財団の収蔵作品を館の展示に供する。 

  ア 文化事業 

① やなせ氏の作品展示やマンガ･アニメーションに関する事業、絵本や詩、イラストに関する企

画を行う。アンパンマンミュージアム、詩とメルヘン絵本館へのやなせ氏他、財団所蔵作品の

展示。 

1 アンパンマンミュージアム４階・企画展示コーナーの年 4回程度の作品入替。  

2 地元の子どもたちの作品展「未来の巨匠展 vol.13」の実施。 

3 アンパンマンミュージアム開館記念日（7月 21日）20 周年イベントの実施。 

4 詩とメルヘン絵本館の収蔵作品展の実施。 

② 企画展開催のため、視察、事前交渉などのために県外出張を行う。 

  イ 施設管理 

アンパンマンミュージアム・詩とメルヘン絵本館・別館の管理運営 

① 建物の保守管理、施設の修繕等 

     必要な補修・整備について香美市に提言する。（香美市がアンパンマンミュージアム外壁修

繕工事、詩とメルヘン絵本館空調の改修工事を実施予定。） 

その他、状況に応じての軽微な修繕対応を行う。 

② 展示物の修繕・新設 

     地下展示物及び１階エントランスの造作展示物、屋外キャラクター像展示物等については、

その施工業者に年間 2回のメンテナンス点検を依頼し、不具合の調節はその都度検討する。 

③ 香北町地区の地域支援イベントへの協力 

 「第 18 回 香北いきいき合衆国」への参加協力。「それいけ！アンパンマンショー」を招聘し、

高知漫画集団による似顔絵コーナーを実施する。 

 「第 5回物部川こども祭り」へのブース参加の実施。 

④ 市内児童への入館割引対応について 

3 歳～中学生への年間 6 回利用できるフリーパスの配布について、保育所・学校での配布を

基本に、他の者については市の広報誌に申請の告知を載せるという対応で実施。（ミュージア

ム窓口で住所確認ができるものを提示してもらう） 

1 回目、3回目、6回目の達成時にプレゼントを用意し、利用促進をはかる。 

⑤ 広報活動 

 年間 4回の広報誌の発行を行い、香美市の広報と共に回覧し、館の事業を認知していただく。 

 JR 東京駅の山手線キオスク壁の広告掲出。 

 ホームページ、公式 facebook の有効活用。 



 

 

 中四国、首都圏向けの広告の実施。 

⑥ 入館者確保の努力 

 高知県・四国などの観光関連協会等に協力し、入館料割引協力などを行うことによる広報活

動の実施。 

 県内宿泊施設のプランに入館料割引協力することでのチケットの販売促進。 

 ＪＲ四国、ＪＡＬなどの旅行パックプランへの割引協力による販売促進。 

 アンパンマン列車 15 周年との連携企画の実施。 

 旅行会社（JTB 等）とのクーポン契約。 

 外国人旅行者向け Wi-Fi 環境の整備。 

  ウ 入館料徴収他経理業務 

     入館料等の金銭管理・経理事務、入館者の管理を行う。 

   

収 1 ミュージアムショップ事業 

  館内及び関連イベントでの、関連図書やグッズの販売を行い、その収益を自主事業および財団管

理業務にあてる。 

  

 (1)物販・オリジナル商品開発 

 館内及び関連イベントでアンパンマン・やなせたかし関連の書籍やグッズ、絵本などの販売

業務を行う。また、企画展の関連商品の販売を行う。 

 館オリジナル商品の開発を、やなせスタジオや「アンパンマン」ライセンサー関係機関との

協力のもと行い、来館者のニーズにできる限り応えていく。 

 アンパンマンミュージアム開館 20周年限定商品の開発、販売。 

 全国に展開するアンパンマンオフィシャルショップとの協力関係を維持していく。 

(2)集客のためのプレゼント企画、地域のイベント事業などへの協賛、景品提供協力を実施する。 

   ・香美市内で行われる地域のお祭りや、教育・文化的活動への協賛。 

 

収２ 著作権管理業務 

やなせたかし氏の作品や商品化権の一部の管理窓口としての業務、やなせたかし記念館オリジナ

ル商品化権の管理などの業務を行う。 

やなせたかし記念館オリジナル商品の他所での販売に際してのロイヤリティ課金などを行う。 

    ・アンパンマンカップへの特別協賛ほか。 

 

他１ その他の事業（やなせたかし先生の資産管理事業） 

やなせたかし氏の法要の実施ほか、やなせ氏に関連する事業等への協力や、遺贈資産の管理、必要に

応じて公に供する活動を行う。 

    ・お彼岸 2回・お盆・命日・お正月・お誕生日に際して、供花・供物の実施。 

    ・やなせ氏にかわり、やなせ氏と縁のある行事への参加、協力。 

 

 

 

法人管理業務 

  公益財団法人として定款に基づき、やなせたかし氏の作品を中心とした芸術の普及及び振興に関

する事業を幅広く展開し、芸術文化の発展に寄与するため、適切な財団運営を行う。公益法人会計

（平成 20年 4月 11 日）に準拠した経理業務を行う。 


